
 

 

平成 27 年 11 月 30 日 

 

 

   長岡市教育委員会（定例会）会議録 

 

 

長岡市教育委員会 



 



１ 日  時 平成 27年 11 月 30 日（月曜日） 

午後３時から午後４時 30 分まで 

 

２ 場  所 教育委員会会議室 

 

３ 出席委員  

 委員長 大橋 岑生   委 員 羽賀 友信 

 委 員 青栁 由美子  教育長 加藤 孝博 

 

４ 欠席委員 

 委 員 中村 美和 

 

５ 職務のため出席した者 

 教育部長 佐藤 伸吉 子育て支援部長 若月 和浩 

 教育総務課長 武樋 正隆 教育施設課長 中村  仁 

 学務課長 茂田井裕子 学校教育課長 竹内 正浩 

 子ども家庭課長 波多 文子 保育課長補佐 中山  玄 

 中央公民館長 佐藤  実 中央図書館長 金垣 孝二 

 科学博物館長 小熊 博史 学校教育課主幹兼管理指導主事  笠原  徹 

学校教育課主幹兼管理指導主事  山之内方史 学校教育課主幹兼管理指導主事  宮  宏之 

 

６ 事務のため出席した者 

教育総務課庶務係長  佐藤  裕   教育総務課庶務係  大橋 悠子 

    



７ 議事日程 

日程 議案番号 案     件 

１ 

２ 

３ 

 

４ 

５ 

６ 

 

 

第 52 号 

第 53 号 

 

第 54 号 

第 55 号 

第 56 号 

会議録署名委員について 

条例改正の申出について（長岡市子育ての駅条例の一部改正について） 

長岡市児童館の未整備地区における放課後児童健全育成事業実施要綱の

廃止について 

 指定管理者指定の申出について（長岡市青少年文化センター） 

 補正予算の要求について 

 平成 28年度当初予算の要求について 

 

８ 会議の経過  

（大橋委員長） これより教育委員会 11 月定例会を開会する。本日は、都合により

欠席の旨、中村委員から通知があったので報告する。これにより本日の出席は４名

となっているが、教育委員会会議規則第６条の規定の過半数の出席を満たしており、

会議は成立することを報告する。 

 

 

◇日程第１ 会議録署名委員について 

（大橋委員長） 日程第１ 会議録署名委員の指名を行う。会議録署名委員について

は、会議規則第 44 条第２項の規定により、羽賀委員及び青栁委員を指名する。 

 

 

◇日程第２ 議案第 52号 条例改正の申出について（長岡市子育ての駅条例の一部改

正について） 

（大橋委員長） 日程第２ 議案第 52 号 条例改正の申出について（長岡市子育ての

駅条例の一部改正について） を議題とする。事務局の説明を求める。 

（波多子ども家庭課長） 各支所地域全てに、地域版子育ての駅を開設することに伴

い、必要な条例の改正を行うものである。条項が３つに分かれているのは、開設日



の違いによるものである。条例附則で、長岡市地域子育て支援センター条例（平成

22 年長岡市条例第 51号）は廃止する。子育ての駅となる子育て支援センター川口

は単独で条例をもっていたが、子育ての駅条例に組み込まれることになったため廃

止するものである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） 子育ての駅みしまなど場所が交流広場とされているが、具体的な場

所はどこか。 

（波多子ども家庭課長） 三島支所付近で、現在のみしま中央保育園至近の別棟であ

り、単独で支援センターを建設する予定である。みしま中央保育園を運営する社会

福祉法人に運営を委託する。子育ての駅なかのしまについては、現在のみずほ保育

園内の支援センターを改修する。子育ての駅こしじも、こしじ保育園内の支援セン

ターを改修する。子育ての駅やまこしは、山古志体育館内の児童クラブと一体とな

る。子育ての駅おぐには、ひまわり保育園内に、子育ての駅てらどまりは、おおこ

うづ保育園内に開設する。子育ての駅わしまは、和島支所に併設する保健センター

を利用し、事業展開するものである。子育ての駅よいたは、与板幼稚園の一棟を利

用する。子育ての駅かわぐちは、現在の子育て支援センターを子育ての駅かわぐち

とするものである。 

（大橋委員長） これより採決に移る。本件は、原案のとおり承認することに異議な

いか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） 異議なしと認める。よって、本件は原案のとおり承認した。 

 

 

◇日程第３ 議案第 53 号 長岡市児童館の未整備地区における放課後児童健全育成

事業実施要綱の廃止について 

（大橋委員長） 日程第３ 議案第 53 号 長岡市児童館の未整備地区における放課

後児童健全育成事業実施要綱の廃止について を議題とする。事務局の説明を求め

る。 

（波多子ども家庭課長） 「長岡市児童館の未整備地区における放課後児童健全育成



事業実施要綱」は、民間団体が、児童館のない地域で児童クラブを実施する場合に、

支援について定めたものであった。新しい子ども子育て支援制度が始まったのに伴

い、新たに児童クラブを開設する際の基準が国から示され、整備する場合も国・県

が補助金を出すことになった。市町村でも要綱を整備し対応することになり、これ

までの独自の基準であった当該要綱を廃止するものである。これに伴い、「長岡市

放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の制定について」も併せて報告する。

民間の力を活用し、放課後の児童の預かり体制を充実させることを目的に、民間団

体が実施する児童クラブの運営費を補助する。現在の長岡市の補助対象団体は、栃

尾地域で児童クラブを実施している社会福祉法人芳香稚草園を予定している。補助

対象経費については、国・県・市がそれぞれ３分の１ずつ、補助金額は対象経費と、

国が定める補助基準額を比較し、少ない方を助成する。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） これより採決に移る。本件は、原案のとおり承認することに異議な

いか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） 異議なしと認める。よって、本件は原案のとおり承認した。 

 

 

◇日程第４ 議案第 54 号 指定管理者指定の申出について（長岡市青少年文化セン

ター） 

（大橋委員長） 日程第４ 議案第 54 号 指定管理者指定の申出について（長岡市

青少年文化センター） を議題とする。事務局の説明を求める。 

（波多子ども家庭課長） 長岡市青少年文化センターの指定管理者の指定期間が平成

28 年３月 31 日までであるため、次の指定管理者を指定するものである。指定する

団体は、現在も指定団体となっている株式会社ＮＫＳコーポレーション長岡支店で

ある。指定期間は、平成 28 年４月１日から平成 31 年３月 31 日である。10 月 16

日に長岡市文化施設指定管理者選定委員会で審議し、12 月議会に提案するもので

ある。株式会社ＮＫＳコーポレーションについては、これまでの管理実績が評価さ

れたこと、現在のプラネタリウム等の施設の修理ノウハウもあることから、次期管



理指定者に選定されたものである。今回の指定期間が通常の５年間ではなく３年間

であるのは、この３年間で、老朽化が進んでいる当該センターの今後について検討

するためである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） これより採決に移る。本件は、原案のとおり承認することに異議な

いか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） 異議なしと認める。よって、本件は原案のとおり承認した。 

 

 

◇日程第５ 議案第 55号 補正予算の要求について 

（大橋委員長） 日程第５ 議案第 55 号 補正予算の要求について を議題とする。

事務局の説明を求める。 

（金垣中央図書館長） 歳入から説明する。元長岡市公平委員長の反町和夫氏が、今

年の秋の叙勲で旭日単光章を受章された。反町氏からは、中央図書館の反町茂雄文

庫の充実のためにと 100 万円の寄附の申出があった。反町茂雄氏は、古書籍販売業

界の発展に尽力した長岡出身の人物であり、反町和夫氏はその親戚である。歳出に

ついては、寄附者である反町氏の意向に沿い中央図書館反町茂雄文庫の郷土資料を

購入するために、100 万円を支出するものである。 

（波多子ども家庭課長） まず、歳出について説明する。児童発達支援事業費に係る

障害児通所給付費を 2,200 万円要求するものであるが、これは放課後等デイサービ

スが当初予定していたものに加え、新規で２か所開設することにより、利用者の増

加が見込まれるためである。新規開設の１つは、平成 27 年６月に青葉台に開設さ

れた「ピュアはーと」で、２つ目は平成 28 年２月に大島に開設となる「Ｃサポー

ト」である。障害がある子ども達の放課後デイサービスへのニーズは高まり、既設

のデイサービスの利用状況も増加している。これに併せて歳入では、民生費の国庫

負担金・県負担金を計上しており、歳出2,200万円のうち国が２分の１である1,100

万円を、県が４分の１である 550 万円を負担する。また、歳出の 57,000 円は、予

防接種事故対策費負担金であり、予防接種事故で認定された方の医療費として平成



26 年度に予算計上していたものであるが、利用がなかったため、この度返還する

ものである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） これより採決に移る。本件は、原案のとおり承認することに異議な

いか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） 異議なしと認める。よって、本件は原案のとおり承認した。 

 

 

◇日程第６ 議案第 56号 平成 28 年度当初予算の要求について 

（大橋委員長） 日程第６ 議案第56号 平成28年度当初予算の要求について は、

内容が公表前であるので、秘密会が適当と考えるが、いかがか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） それでは、秘密会とする。 

 

会議規則第 43 条の規定により記録中止 

 

 

（大橋委員長） 以上をもって、本日の議案の審議は終了する。次に協議報告事項に

入る。報告事項については、さきほど事務局から要綱の廃止と要綱の制定について

説明いただき、承認を得た。次は、催し案内に移る。事務局の説明を求める。 

（金垣中央図書館長） 長岡市の小中学生と園児の作品を展示する、第９回ながおか

のこども作品展を 12 月２日から栃尾美術館で開催する。今回は 820 点を超える作

品を展示する予定である。是非足を運んでいただきたい。 

（大橋委員長） 他に報告事項はないか。 

 

 

（大橋委員長） 以上をもって本日の定例会を終了する。 

 





 会議の次第を記載し、その相違ないことを証するために署名する。 

 

 

    長岡市教育委員会委員長 

 

 

    長岡市教育委員会委員 

 

 

    長岡市教育委員会委員 


